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（
そ
の
五
）三

二
八
号

寄
託
文
書

（
一
八
六
四
年
）

元
治
元
年

地
震
に
よ
る
修
復
費
用
を
伐
木
に
よ
っ
て
捻
出
す
る
件

（
一
八
六
四

解
説

こ
の
願
出
の
日
付
は
子
十
二
月
と
な
っ
て
い
て
震
災
後
十
年
を
経
過
し
た
元
治
元
年

の
も
の
で
あ
る
。

年
）

（
一
八
六
〇
年
）

（
寄
託
文

本
件
は
万
延
元
年

に
古
市
奉
行
所
か
ら
指
示
さ
れ
た
本
堂
や
鎮
守
社
の
修
復

が
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
の
で
、
再
度
修
復
資
金
の
捻
出
の
た
め
に
修
理
山
の
伐
木
を

書
三
三
五
号
）

願
い
出
る
た
め
の
下
書
き
で
あ
る
。

こ
の
願
い
書
が
認
め
ら
れ
て
大
々
的
に
立
木
等
の
伐
採
が
な
さ
れ
て
そ
の
数
は
五
五
〇
〇
束
、
九
貫
一

五
四
匁
に
及
び
、
諸
経
費
を
除
い
た
使
え
る
資
金
は
三
貫
二
八
九
匁
を
計
上
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
椿
本

（
寄
託
文
書
四

社
、
本
堂
、
釣
鐘
堂
、
下
の
堂
の
修
理
が
行
わ
れ
、
一
部
は
文
殊
院
普
請
に
も
使
わ
れ
た

。

九
号
）

、

、

。

願
出
は
文
殊
院
名
と
な
っ
て
い
る
の
は

既
に
福
寿
院

多
門
院
と
も
無
住
に
な
っ
て
い
た
証
で
あ
る

明
治
直
前
の
住
持
の
動
向
に
つ
い
て
は
別
項
で
詳
し
く
見
る
。

原
文奉

願
口
上
之
覚

、

、

、

一
当
山
之
義

去
日
寅
年

震
災
之
節

本
堂
鎮
守
社

大
破
之
侭
残

候
得
共

（

、

）

安
政
元
年

一
八
五
四
年

者

リ
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宝
蔵
供
摩
堂
并
三

院
共
潰
家

相
成
、
其
節
奉
歎
願
、
御
目
論

被
成
下
候
得
共
、
御
時
節
柄
御
普
請
難

ケ

と

も

被
成
下
、
末
寺

住
居
仕
居
候
得
共
、
何
分
辺
山
之
義
、
且
者
住
僧
共
難
渋
之
義
も
御
座
候

付
、
段
々

ニ
而

ニ

奉
歎
願
候
処
、
格
別
御
憐

成
下
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
就

者
無

愍
を
以
此
度
一
院
御
普
請
被

而

程
御
成
就

相
成
、
住
居
等
被
仰
付
候
得
者
、
以
前
之
通

追
々
諸
方

参
詣
等
可
有
御
座
候
、
本
堂
鎮

ニ

リ

ヨ
リ

守
社
を
始
、
山
内
甚
見
苦
敷
相
成
御
座
候

付
、
引
続
御
修
覆
奉
願
候
ハ
ヽ
御
時
節
柄
奉
恐
入
候

付
、

ニ

ニ

下
方

助
成
等
為
仕
少
々
成
共
修
覆
仕
置
奉
存
候
得
者
、
右
之
外
下
方
受
之
建
物
等
追
々
修
覆
各
仕
罷

ニ
而

在
候
は
何
分
時
節
悪
敷
其
儀
も
難
仕
、
就

者
先
年

三

院
付

被
成
下
候
修
理
山
雑
木
林
之
儀
左

而

ヨ
リ

ケ

ニ

ニ

字
…
…
…
…

壱

所
ケ

字
…
…
…
…

壱

所
ケ

〆
七

所
ケ

右
之
通
御
座
候
間
、
凡
十

年
も
生
立
候
得
者
、
伐
木
奉
願
代
銀
住
僧

被
下
置
候
儀

御
座
候
度
、
則
去

ケ

江

ニ

日
何
卆
奉
願
、
伐
木
之
後
、
最
早
何

年
も
生
立
殊

当
節
木
柴
等
高
値
之
折
柄
、
売
払
候
ハ
ヽ
代
銀
何

ケ

ニ

百
目
も
可
有
御
座
候
、
伐
木
之
儀
御
許
容
被
成
下
候
ハ
ヽ
右
代
銀
を
以
、
本
堂
鎮
守
社
等
聊
成
共
修
覆
仕

度
奉
存
候
、
何
卆
伐
木
之
儀
御
聞
届
被
成
下
、
代
銀
住
僧

被
下
置
候
様
仕
度
奉
願
候
、
右
之
通
格
別
之

江

御
評
儀
を
以
御
聞
届
被
成
下
候
様
仕
度
、
此
段
奉
願
上
候
以
上

子

十
二
月

笠
置
山

（
元
治
元
年
、
一
八
六
四
年
）

文
殊
院

古
市

御
奉
行
所


